
◎信託業法の一部を改正する法律 
（令和七年六月二〇日法律第七二号）   

一、提案理由（令和七年五月三〇日・衆議院財務金融委員会） 

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました信託業法の一部を改正する法律案につきま

して、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 昨年の通常国会において成立いたしました公益信託に関する法律により、公益信託に

係る内閣総理大臣又は都道府県知事による認可制度及び受託者規制等が設けられたこと

を踏まえ、公益信託の円滑な活用を図るため、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契約の締結の代理若しくは媒介について、

信託業の免許又は信託契約代理業の登録等に係る信託業法の規定の適用を除外すること

といたします。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（令和七年六月五日） 

○井林辰憲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、昨年成立した公益信託に関する法律により、内閣総理大臣又は都道府県知事

による認可制度及び受託者規制等が設けられたことを踏まえ、公益信託の円滑な活用を

図るため、公益信託の引受け又は契約の締結の代理若しくは媒介について、信託業の免

許又は信託契約代理業の登録等に係る信託業法の規定の適用を除外するものであります。 

 本案は、去る五月二十九日当委員会に付託され、翌三十日加藤国務大臣から趣旨の説

明を聴取し、六月三日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、

採決をいたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院財政金融委員長報告（令和七年六月一三日） 

○三宅伸吾君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、公益信託に関する法律により公益信託に係る行政庁による認可制度及び

受託者規制等が設けられることを踏まえ、公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契

約の締結の代理若しくは媒介について、信託業の免許又は信託契約代理業の登録等に係

る信託業法の規定の適用を除外しようとするものであります。 

 委員会におきましては、公益信託に対する監督体制の在り方、公益信託の受託者の要

件等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民・無所属を代表して勝部賢



志委員、各派に属しない議員の梅村みずほ委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べ

られました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


